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大学入学資格に係る専修学校高等課程又は大学院入学資格等に係る専修学校 

専門課程の指定の手続について（通知） 

 このことについて、文部科学省生涯学習政策局生涯学習推進課専修学校教育振興室

から別添写しのとおり依頼がありました。 

指定等について該当がある場合は、下記期限までに必要書類を当課あて提出願いま

す。 

なお、該当がない場合は、書類提出の必要はありません。 

記 

１ 大学入学資格に係る専修学校高等課程の指定等について 

(1) 指定の基準（概要） 

① 修業年限が３年以上であること。 

② 全課程の修了に必要な総授業時数が 2,590 単位時間以上であること。 

※別添１「大学入学資格に係る専修学校高等課程の指定に関する実施要項」 

 を参照すること。 

 (2) 提出書類 

ア 指定の申請について 

   別記様式１ ２部 

イ  名称等変更について 

別記様式２ ２部 

  ウ  廃止について 

    別記様式３ ２部 

  エ  不適合について 

    別記様式４ ２部 

  オ  当該課程の状況について（指定を受けた年度が当該課程の完成年度又は整備

が完了する年度以後である場合は不要であること） 

    別記様式５ ２部 

  ※該当する「記入事項のチェック表」も併せて２部ご提出願います。 

 (3) 提出期限 

   平成 30 年６月８日（金）必着 

 

２ 大学院入学資格等に係る専修学校専門課程の指定等について 

(1) 指定の基準（概要） 

① 修業年限が４年以上であること。 

② 全課程の修了に必要な総授業時数が 3,400 単位時間以上であること。 

③ 体系的に教育課程が編成されていること。 

  ④ 試験等により成績評価を行い、その評価に基づいて課程の修了の認定を行っ

ていること。 



※別添２「大学院入学資格に係る専修学校専門課程の指定に関する実施要項」 

 を参照すること。 

(2) 提出書類 

ア 指定の申請について 

   別記様式６ ２部 

イ  名称等変更について 

別記様式７ ２部 

  ウ  廃止について 

    別記様式８ ２部 

  エ  不適合について 

    別記様式９ ２部 

  オ  当該課程の状況について（指定を受けた年度が当該課程の完成年度又は整備

が完了する年度以後である場合は不要であること） 

    別記様式 10 ２部 

  ※該当する「記入事項のチェック表」も併せて２部御提出願います。 

 (3) 提出期限 

   平成 30 年６月８日（金）必着 

   

３ 記入上の注意事項 

(1) 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４判としてください。 

(2) 「生徒総定員」及び「実員」については、申請年度の５月１日現在の生徒総定

員及び実員を記入してください。 

 (3) 各様式に記載している留意事項、大学・大学院入学資格指定手続資料（参考１）

及び記入事項のチェック表等を参考として提出してください。 

 

 

４ 今後の事務手続 

   【各専修学校】 指定等の通知（６月８日まで） 

                     ↓ 

   【    県    】 通知のとりまとめ 

                     ↓ 

   【    県    】 文部科学省へ提出（６月 30 日まで） 

                     ↓ 

   【文部科学省】 告示 

【担当】私学振興担当 横田 
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